
令和２年度第２回二宮町図書館協議会 次第 

 

日  時 令和 2年 10月 15日（木）13時 30分～ 

場 所 生涯学習センター ミーティングルーム 1 

 

 

 

１．開会 

 

 

２．挨拶 

   

      

３．議題 

（１）図書館利用状況等について（資料１） 

 

（２）「令和２年度二宮町図書館サービス充実のための重点目標」の取組状況 

について（図書館システムの更新及び新機能について）（資料２） 

     

（３）その他 

   ・新図書館開館２０周年記念事業について（資料３） 

 

４．閉会 
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氏   名 役 職 等

1 相澤　るつ子 学識経験者

2
（会長）
石井　敬士

学識経験者

3 内山　留美 学識経験者

4
（副会長）
桐岡　眞澄

家庭教育の向上
に資する活動を
行う者

5 中島　良光 県立二宮高等学校　校長

6 藤田　和人 山西小学校　校長

7 三宅　栄子 社会教育委員

8 和田　智司 二宮西中学校　校長

（五十音順・敬称略）
 

二宮町教育委員会 事務局
氏名 職名
森　英夫 教育長
黒石　徳子 教育部長
小笠原　純二 生涯学習課長／図書館長
竹本　直昭 図書館班長
三浦　牧子 図書館班主幹
込山　久美子 図書館班主査

二宮町図書館協議会委員名簿

令和２年４月１日～令和４年３月３１日
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図書 雑誌 ＡＶ 合計

　4月 0 0 77 131 11 0 142 - 94 0 *1

　5月 0 0 18 14 4 0 18 - 127 0

　6月 2,900 28 2,680 6,249 463 385 7,097 - 2,414 13 *2

　7月 7,576 57 5,432 12,393 893 933 14,219 - 1,573 25

　8月 8,118 34 5,879 13,505 888 1,006 15,399 - 1,389 25 *3

　9月 8,090 34 5,805 13,162 880 958 15,000 - 1,291 25

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計 26,684 153 19,891 45,454 3,139 3,282 51,875 - 6,888 88

1日平均 303 1.7 226 517 36 37 589 - 78

前年
同期

84,220 439 41,595 95,016 5,115 8,021 108,152 106,918 6,357 145

増減 -57,536 -286 -21,704 -49,562 -1,976 -4,739 -56,277 - 531 -57

伸び率 -68% -65% -52% -52% -39% -59% -52% 8% -39%

資料1

令和2年度　二宮町図書館　利用統計(個人）

令和２年４月１日～９月３０日

入館
者数
（人）

新規
登録
者数
（人）

貸出
者数
（人）

貸出冊・点数（冊・点）
返却数
(冊・点）

予約･
リクエ
スト
（件）

開
館
日

※新型コロナウイルス感染症対策のため、4月1日から、6月15日まで休館

*1  　特設カウンター開設（ 令和2年4月7日(火)　13：00～17：00　　１日間）　　

*2  　特設カウンター開設（ 令和2年6月2日(火)～14日(日)　13：00～17：00　　1２日間）　　

*3  　延長開館再開（試行） (令和2年8月～9月）　金曜日のみ19:00まで開館

※新型コロナウイルス感染症対策の資料管理に伴い、返却数は集計していない。
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資料２ 

 

「令和２年度二宮町図書館サービス充実のための重点目標」の取組状況 

 

１ 図書館活動のＰＲに努める。 

  ・Twitterによる資料紹介を強化（別紙 資料 2-①） 

  ・（継続）幼稚園、保育園への情報提供 

 

２ 新図書館開館２０周年記念事業を推進する。 

  ・ゆかりの人物講座については、次年度に見送り 

  ・かこさとし作品展を、館内で開催（2月予定） 

 

３ 図書館コンピュータシステムの更新を行い、サービスの充実を図る。 

 ・12月に新システム（新ホームページ開始）運用開始（別紙 資料 2-②） 

 

４ 蔵書の整備と整理を進め、町民の生活に役立つ資料の収集・提供を行う。図

書館基金を活用して図書を購入し、蔵書の充実を図る。 

  ・「二宮町図書館資料除籍要綱」を制定（別紙 資料 2-③） 

 

５ 子育て支援および子ども読書活動を推進する。こどものほんコーナーに相談

員を、年間を通して配置する。 

  ・おはなし会再開（10月～）、わらべうたであそぼう！再開（11月～） 

  ・相談員配置を再開（8月以降、毎週日曜日午後） 

 

６ ティーンズコーナーの利用促進に努める。小中学校及び高校と連携し、中高 

生との意見交換会の開催や、ティーンズ世代の利用につながるようなサービス 

を行っていく。 

・ティーンズ向け図書館だより発行(12月１日発行予定)。 

・「（仮称）福袋」企画を実施（12月）。 

  

７ 地域資料の充実を図り、二宮ゆかりの人物調査を進める。 

・（継続）町各課と連携し、行政資料を充実。 

・「(仮称)二宮ゆかりの資料（二宮を舞台にした作品等）」の調査を開始。 

 

８ 町民と連携・協力した図書館運営を進め、図書館利用の促進とサービスの向 

上をはかる。 

  ・梅沢地区より吾妻神社関連資料を借用し、資料展示を実施（～9月）。 

  

議題（３） 



 

９  「新しい生活様式」に対応した図書館運営を行う。 

   ・在庫予約サービスを開始（6月～） 

   ・貸出期間を一本化（視聴覚資料を 2週間に変更）（6月～） 

   ・展示資料リストへの「QR コード」掲示（別紙 資料 2-④） 

   ・新システム機能の活用を PR（※別紙 資料②） 

 

 

 

 



資料 2-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



資料 2-② 

利用者用新機能について 

 

１．検索機能向上 

  ・「もしかして」検索機能 

   例）「マクドナルド」を検索しようとした際に、「ナクドナル」等と誤って入力す

ると、「もしかして：マクドナルド」と表示され、検索キーワードを変更で

きます。 

 

  ・関連キーワード検索機能 

   例）「世界遺産」で検索した際に、所蔵資料データから関連するキーワード

を表示します。「関連キーワード：白神山地 クライスト・チャーチ」 

 

  ・資料の書影（表紙）表示(*) 

   検索結果画面などで、資料の書影（表紙）が表示され、目当ての資料が探

しやすくなります。          

*使用許諾が得られているもの 

 

２．メール配信サービス 

  ・新着資料お知らせメール 

   希望するジャンルの資料が図書館に入った際にメールでお知らせします。 

 

  ・返却期限お知らせメール 

   返却期限の数日前に、メールでお知らせします。 

 

  ・貸出情報お知らせメール 

   当日借りた資料の一覧を、メールでお知らせします。 

 

３．読書記録機能 

 自分が読んだ本や雑誌の記録を残すだけでなく、感想・評価も一緒に記録で

きます。 

  

資料を５段階評価できます。 

読書の記録として、コメントを

保存できます。 



 

４．SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）ボタンを追加 

 所蔵資料画面に「SNS ボタンを追加し、コミュニケーションツールとして使用し

ていただき、当館情報の広範囲 PR を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタンを押すと、それぞれの

SNSサービスが開きます。 

ここに、二宮町図書館の

URLが自動で入ります。 

書評や感想などは、 

自分で入力。 
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資料２-③ 

 

 

 

二宮町図書館資料除籍要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、二宮町図書館の所蔵資料（以下「資料」という。）の除籍に関し必

要な事項を定め、資料の適正な管理を図ることを目的とする。  

（基本方針） 

第２条 図書館において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的利

用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。 

２ 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍することにより、現存する資料を正

確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。 

３ 除籍資料は、可能な限り再利用を図る。 

（除籍の対象とする資料） 

第３条 除籍の対象となる資料は、次のとおりとする。 

（１）不用資料 

 ア 破損、汚損が著しく、補修が不可能なもので、利用に耐えられない資料 

 イ 時間の経過によって、内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの 

 ウ 時間の経過によって、利用の可能性が低下した複本 

 エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料 

 オ 保存期限を経過した逐次刊行物 

（２）亡失資料 

 ア 資料点検の結果所在不明となった資料で、３年以上調査してもなお不明なもの 

 イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず、３年以上回収不能なもの 

  ウ 利用者が汚損、破損又は紛失した資料 

 エ 貸出中に、災害その他の事故により、返却できなくなったもの 

（３）その他教育長が除籍を必要と認めた資料 

（除籍の対象としない資料） 

第４条 前条にかかわらず、次の資料は除籍の対象としない。 

（１）二宮町に関する地域資料。ただし、複本がある場合は、３冊を保存し、残りを除

籍できる。 

（２）前号の資料であっても、亡失資料となったものは除籍の対象とする。 

（３）その他教育長が保存することを必要と認めた資料 

 （除籍の手続） 
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第５条 第３条の規定による資料の除籍は、教育長が決定する。 

 （除籍資料の譲渡） 

第６条 教育長は、除籍を決定した資料を、必要に応じて公共施設、教育施設、図書館

関係団体、及び住民に提供することができる。 

(廃棄の手続） 

第７条 除籍した資料は、二宮町財産規則（昭和 48年二宮町規則第５号）の規定により

廃棄するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、資料の除籍に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

   

  

 



資料 2-④  

 

タウンニュース 2020年（令和 2年）7月 17日号より 

 

 

館内表示の１つ（QR コードを読み込むと、図書館 HPのリストを表示） 
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資料３ 

 

新図書館開館２０周年記念事業について（主な変更点） 

 

 
計画 変更 

ゆかりの人物講演会 月日：令和２年９月下旬 月日：令和３年度中に開催 

内容：町ゆかりの文化人を講師

とした講演会 

変更なし 

かこさとし絵本画展 月日：令和３年１月下旬 月日：令和３年２月２日～２３日 

内容：関係者講演会 

    絵本画展示 

    ワークショップ 

内容：絵本画展示 

(図書館内に、図書館資料と 

共に展示） 

備考：町民団体共催 備考：図書館事業 
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